
 

 

代議員選出に関する告示 
 

 

                         令 和 ７ 年 ７ 月 1 6 日 

                         公益社団法人日本介護福祉士会 

                          選 挙 管 理 委 員 会 

 

公益社団法人日本介護福祉士会は、長野県、長崎県、佐賀県、大分県の代議員に欠員が生じる事と

なりましたので、下記の通り代議員補欠選挙を実施いたします。 

 

記 

 

１．日程（予定） 

令和７年７月22日～８月５日 立候補受付期間 

令和７年８月22日 立候補者の告示 

令和７年９月８日～22日 投票期間 

令和７年10月中旬 開票日 

令和７年10月中旬 結果の公表 

 

 

２．選出の区分及び募集定数 

 １） 正会員は所属する都道府県の選挙権及び被選挙権を有する。 

 ２） 正会員が令和７年度に所属都道府県を変更した場合は、先んじて所属していた 

 都道府県の選挙権を有するものとする。 

 ３） 補欠代議員募集定数は、昨年度選挙において定めた代議員定数の欠員数に基づくものとする。 

選挙区 定数 

長野県 1 

長崎県 1 

佐賀県 1 

大分県 1 

合計 ４ 

３．選挙権及び被選挙権 

選挙権及び被選挙権を有するのは、定款第５条第１号に規定する正会員で、令和７年７月 22 日ま

でにすべての年会費を納入した者とする。 

   

４．任期 

  代議員の任期は、前任者の任期を引き継ぎ、選任後に実施される代議員選挙終了の時までとする。 

 

５．立候補者の資格要件 

１）本会の発展に寄与する意思があること 

２）本告示を行った時点で、本会の正会員として在籍しており、向こう２年以内に本会及び所属す 

る都道府県介護福祉士会のいずれも退会する予定がなく、他の都道府県介護福祉士会に転籍す 



 

る予定もないこと。 

 ３）立候補する都道府県内での継続的な組織活動が可能であること。 

 ４）令和７年７月22日までに、選挙年度までのすべての本会の年会費を納めていること。 

５）推薦人として資格要件を満たした所属都道府県の正会員５名の推薦があること。 

   ※推薦者は５名とする。 

 ６）他の立候補者の推薦人ではないこと。 

 ７）本告示を行った時点で、本会の役員ではないこと。 

８）海外に在住、または長期にわたり県外に在住していないこと。 

 

６．推薦人の資格要件 

 １） 選挙権を有する正会員であること。 

 ２） 令和７年７月22日までに、選挙年度までのすべての本会の年会費を納めていること。 

 ３） ２名以上の候補者及び所属都道府県以外の候補者を推薦していないこと。 

 

７．立候補の方法 

  立候補は 

  ・本会ホームページより立候補届・立候補者推薦書をダウンロード 

・必要事項を記入・捺印 

・推薦人資格要件を満たす５名の名簿・推薦書を同封の上、都道府県介護福祉士会が取りまとめを

行い、定められた期間内に日本介護福祉士会選挙管理委員会宛封筒に「代議員立候補届在中」と朱

書きし、郵便、レターパックその他の発送の日を確認することができる方法で送付する方法とする。 

※所定の様式以外の用紙は一切受付を行わない。 

 

なお、立候補者は令和７年８月４日（月）までに、本会ホームページ「代議員選

挙」内の又は右図（二次元コード）入力フォームより 100字以内で「立候補者の

抱負」を含むその他必要事項を併せて入力しなければならない。 

 

８．立候補受付開始日 

  令和７年７月22日（火） 

 

９．立候補受付締切日 

  令和７年８月５日（火） 

※定められた受付期間内に発送されたことを確認できたものを有効とする。 

 

10．立候補の取消 

立候補を辞退する場合は本会ホームページより立候補者辞退届をダウンロードし、必要事項を記入・  

捺印の上、令和７年８月29日（金）までに選挙管理委員会宛封筒に「代議員立候補辞退届在中」と 

朱書きし、郵便、レターパックその他の発送の日を確認することができる方法で送付しなければな 

らない。 

※定められた受付期間内に発送されたことを確認できたものを有効とする。 

※所定の様式以外の用紙は一切受付を行わない。 

 

11．選出時期 

  令和７年９月下旬以降に予定している選挙管理委員会において当選者を決定し、令和７年 10 月下



 

旬に本会ホームページ等にて公表する。 

 

12．選出方法 

立候補者に対し、選挙区ごとに投票により当選者を決定する。 

投票方法の詳細については、後日ホームページ及びケアウェルに掲載を行う。 

なお、各選挙区の立候補者数が定数以下の場合は無投票で全員当選とする。 

 

13．異議の申立て 

  選挙の効力に異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果の告示日から14日以内（必着）に、 

異議を申し立てることができる。異議の申立ては、その異議の内容を明記し、記名・捺印した 

文書（様式自由）を書留郵便で、選挙管理委員会宛に郵送する。 

 

14．その他 

  その他疑義が生じた場合は、その都度選挙管理委員会において決定する。 


